
銚子市社長輩出プロジェクト委託業務プロポーザル実施要領 

 

１．業務の目的 

意欲的な人材による起業・創業は本市における地域産業活性化には必要不可欠

であり、将来において本市の経済、雇用を担う可能性を十分に秘めた活動と言え

る。加えて、環境問題への対応や脱炭素社会の実現に向けた取り組みが企業活動

の中でも求められる現在、脱炭素経営を含めた新たなビジネス創出や経営の持続

可能性を確保することが重要となっている。そのため、脱炭素経営を含めた起業

支援を行い、意欲的な起業家や起業・創業を希望する者に対する支援体制を強化

していく必要がある。 

こうしたことから、起業家や起業・創業を希望する者同士の交流を促し、脱炭

素経営などに関する情報交換やビジネスマッチングの強化等、有形・無形のさま

ざまな支援を行いながら、銚子市事業承継・創業支援ラボ運営協議会（以下「ラ

ボ」と言う。）の創業支援等事業を幅広く浸透させ、起業マインドや起業へのチ

ャレンジを促す機運の更なる醸成を図ることを目的に本事業を行う。 

 

２．業務の概要 

（１）名称 

銚子市社長輩出プロジェクト委託業務 

（２）場所 

銚子市 

（３）内容 

別紙『銚子市社長輩出プロジェクト委託業務仕様書』のとおり 

（４）履行期間 

契約締結の日から令和９年１月３１日まで 

（５）提案限度額 

2,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由 

価格のみによる競争では、目的を達成できない業者が選定される恐れがある

ことから、専門的な知識・経験を有する業者からの提案を受け評価し、受託候

補者を選定するため。 

 

４．プロポーザル方式及びその理由 

より効果的に事業を実施する為にも、広く提案を受ける必要があることから 

「公募型」とする。 

 

 

 



５．業務スケジュール（予定） 

（１）公募開始日 

令和８年３月１０日（火） 

（２）参加申込書受付締切日

令和８年３月２３日（月） 

（３）参加資格確認結果通知日

令和８年３月２４日（火） 

（４）質問の締切日 

令和８年３月１６日（月） 

（５）質問に対する回答日 

令和８年３月１８日（水） 

（６）提案書等の提出締切日

令和８年３月３０日（月） 

（７）プレゼンテーション 

令和８年４月上旬 

（８）審査結果通知 

令和８年４月中旬 

（９）契約締結 

令和８年４月下旬 

※ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性あり。 

 

６．参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て

及び民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申

立てがなされていない者であること。（会社更生法の規定による更生計画

認可または民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を

除く。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴

力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれ

らの利益となる活動を行う者でないこと。 

（４）銚子市建設工事等請負業者指名停止措置要領に基づく指名停止措置及び銚子

市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置を、本プロポーザル

に係る市ホームページ公表日から本業務の契約締結の日までの間、受けてい

ない者であること。 

（５）令和５年度以降に、類似業務の実績があること。 

 



７．参加申込の手続き 

（１）事務局（問合せ先） 

〒２８８－８６０１ 銚子市若宮町１番地の１ 

銚子市役所 企画課洋上風力推進室 

電話 ０４７９－２４－８９１２ 

Mail yojo@city.choshi.lg.jp 

（２）提出書類 

  ①参加表明書兼誓約書（様式１） 

②会社概要書（様式２） ※会社案内パンフレット等を添付すること。 

③業務実績書（様式３） 

④業務実施体制（様式４） 

（３）提出方法及び提出先 

持参又は郵送（一般書留、簡易書留等、記録の残る方法に限る。）により、

（１）の事務局宛てに提出すること。 

（４）提出期間 

令和８年３月１０日（火）から令和８年３月２３日（月）まで 

※持参の場合は土日祝日を除く午前９時から午後５時まで、郵送の場合は

提出期間内に必着 

（５）提案者の選定 

   企画提案の参加資格の有無を、令和８年３月２４日（火）に電子メールで

通知する。なお、通知を受けなかった場合、企画提案書の提出はできない。 

 

８．質問及び回答 

 質問がある場合は、令和８年３月１６日（月）までに、質問書（様式５）に

質問事項等を記載の上、電子メール（yojo@city.choshi.lg.jp）で提出するこ

と。件名を「銚子市社長輩出プロジェクト委託業務に関する質問」とし、到達

確認の電話をすること。なお、電話及び口頭による質問・問合せには対応しな

い。 

 回答は、３月１８日（水）のうちに、市ホームページにおいて、事業者名等

を除き、質問及び回答を公表する。また、当該回答文書は、募集要項に対して

追加又は修正したものとみなす。なお、他の応募者からの応募状況などの質問

は受け付けない。 

 

９．企画提案書の提出 

（１）提出書類 

①企画提案書提出書（様式６） 

②企画提案書（任意様式） 

③見積書（様式７）及び経費内訳書（任意様式） 

（２）提出部数 

   上記②のみ１０部、①及び③は各１部提出すること。 

（３）提出方法及び提出先 
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持参又は郵送（一般書留、簡易書留等、記録の残る方法に限る。）により、

７（１）の事務局宛て提出すること。 

（４）提出期限 

令和８年３月３０日（月） 

※持参の場合は土日祝日を除く午前９時から午後５時まで、郵送の場合は

提出期間内に必着 

（５）企画提案書の作成方法 

本市の現状を踏まえたうえで、本事業のターゲットを明示し、どのようなプロ

セスで業務目的を達成するかを、過去の実績等も踏まえて具体的に提案する

こと。別紙『銚子市社長輩出プロジェクト委託業務仕様書』に基づいて提案

内容を作成し、以下の項目については必ず記載すること。 

ア．業務の実施体制  

※参加表明の際に提出する「業務実施体制（様式５）」と整合を図る。 

※別添も可とする。 

イ．業務の実施方針 

ウ．業務全体のスケジュール 

なお、真に必要な場合を除き、提案書等には、個人情報やそれを類推される

ような情報は記載しないこと。 

【様式は任意の様式とし、Ａ４用紙横書き 片面カラー印刷で２０枚以内

（表紙、目次はページ数に含めない）とすること】 

 

10. 評価方法 

（１）評価基準 

別紙『銚子市社長輩出プロジェクト委託業務プロポーザル審査要領』における

「１．評価項目と配点」のとおり。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書及び見積書の内容について、プレゼンテーション及びヒアリン

グを実施する。 

①日 程 令和８年４月上旬 

②出 席 者 １者３名以内（プレゼンテーションを行うのは１名） 

③実施時間 １者 ３０分程度 

（プレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分を予定） 

④貸出物品 机 ・椅子・電源・モニターとする。それ以外の物品については、 

参加業者の負担において用意すること。 

（３）受託候補者の選定方法 

①企画提案書等の審査は、提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーシ

ョンにより、評価基準に基づき選定委員が行う。 

②プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を基に行うものとし、追

加提案や追加資料の配布は認めない。 



③失格者を除き、各委員の評価の合計点数が最も高い提案業者を受託候補者

として選定する。 

④複数の参加業者の合計点数が同一の場合には「銚子市社長輩出プロジェク

ト委託業務プロポーザル審査要領」における「１．評価項目と配点」中、提

案項目①及び提案項目②に関する評価点の合計点が高い方の応募者を１位

として決定する。なお、提案項目①及び提案項目②に関する評価点の合計

点数が同点である場合には、提案項目毎の評価における提案項目②に関す

る評価点の合計点数の高い方の応募者を 1 位とし、それでも順位が決しな

い場合は、審査委員間の協議によって順位を決定する。 

⑤上記にかかわらず、合計点数が評価基準点数全体の 60％未満の場合には、

受託候補者として選定しない。 

（４）その他 

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 

①参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③見積金額が、提案限度額を超えている場合 

④プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合 

⑤審査の公平性を害する行為があったとラボが認める場合など 

 

11. 選定結果の通知・公表 

選定結果は、選定作業終了後全ての提案事業者に書面で通知する。 

 

12. 契約に関する事項 

（１）契約の締結 

選定された事業者と提案内容に基づき仕様及び契約条件などについて、協議調

整のうえ、随意契約を提携する。なお、契約締結にあたり、再度見積書を提出す

ること。 

（２）契約保証金 

銚子市契約規則（平成 19 年規則第 33 号）第 27 条の定めによる。 

（３）その他 

①契約代金の支払は、一括払いとする。 

②受託候補者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を

記載した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を受託候補者と

する。 

 

13. その他 

（１）提出書類の取扱い 

①提出された書類は、返却しない。 

②提出された書類の訂正・差替えは認めない。ただし、ラボから指示があった



場合は除く。 

③提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的で

は使用しない。ただし、情報公開請求があった場合には、銚子市情報公開条

例に基づき対応する。 
④提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。 

（２）その他 

①本プロポーザルに係る費用については、すべて参加者の負担とする。 

②参加表明書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する時は、辞退届を提

出すること。 

③企画提案書及び見積書は、１者につき１提案に限る。 

④選定された事業者が契約までに「６ 参加資格」を満たさなくなった場合は、

失格とし、契約を締結しないこととする。 

⑤この要項に定めのない事項または疑義が生じたときは、別途協議するものと

する。 

 


